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11．輪島市朝市組合代表を名乗る者らによる矛盾した行為
（1）NPO輪島朝市に対する名称使用禁止等の仮処分申し立て

①申立てに関する報道

　「１月の能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県輪島市河井町の朝市通

りで開かれていた露店の店主らでつくる輪島市朝市組合は、NPO法人「輪島

朝市」に対し「輪島朝市」と「わじまるしぇ」の商号などの使用禁止を求め

る仮処分を金沢地裁に申し立てました。NPO法人「輪島朝市」は2021年に元

組合長らにより設立されています。朝市組合は、NPO法人「輪島朝市」が「輪

島朝市」や「わじまるしぇ」と冠した催しを開いていることや「輪島朝市復

興基金」と称し、現金や物資の支援を呼びかけていて輪島朝市の知名度を利

用して不正に利益を得ようとしていると主張しています。1」

　令和６年７月５日（金）に、金沢地方裁判所に対して、特定非営利活動法人

輪島朝市2に対する不正競争行為差止仮処分命令申立書が提出されたとの報

道がなされた。同申立てについては、７日（日）午後２時過ぎに突然、北國新

聞という地元新聞社の記者に個人的に教えていた電話番号に連絡が入り、

1　 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mro/1281233?display=1（令和６年７月８日掲載）。
2　 特定非営利法人輪島朝市の代表理事は、輪島市朝市組合前組合長である小林政則氏が
設立時から務めているが、設立後、法人運営への協力を求められ、現在、筆者も共同で
代表理事を務めている。
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「申立を知っているか、コメントはないか。」と言われたため、「まだ何の連

絡もないためコメントはできないし、このような電話に対して何らかの発言

をして記事に使用されることは了解しない。」と伝えた3。この間のやりとり

は２分に過ぎない。これにもかかわらず、北國新聞は、７月８日（月）の記事

に、「訴状が届いていないためコメントできない」との記事を掲載した。ま

た、北國新聞系列の地上波テレビ局であるテレビ金沢は、申立人らの記者会

見のみを一方的に放送した4。特定非営利活動法人という私人に対する申立て

について、一方的な報道を行うことについて、公共の電波を利用する者の自

覚が問われるであろう。

②申立書

　上記申立ては、不正競争防止法２条１項１号、同２号、同19号が定める不

正競争行為を理由としている。申立には、法的な問題がいくつか存在する内

容となっているため、以下、全文を紹介し、各問題について論じる。

（以下、不正競争行為差止仮処分命令申立書」を頁ごとに掲載。全24頁）

3　 特定非営利活動法人輪島朝市が申立書を受け取ることができたのは、７月25日であっ
た。この間、一方的に申立人による主張を伝えるマスコミ報道が流され続けた。
4　 https://news.ntv.co.jp/n/ktk/category/society/kt740753cc99c44c1eb1105048bc37d0c5,https://

www.youtube.com/watch?v=-fd7BeN5miU.
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③仮処分申し立ての法的問題

1）申立人適格の問題

　上記申立ては、輪島市朝市組合を債権者としており、その代表組合長を、

冨水長毅と表示している。輪島市朝市組合は、令和６年１月１日に発生した

大規模地震直後に発生した、輪島市河井町本町通りの火災により、事務所を

失い、また、この火災により自宅兼店舗を失った小林政則元組合長のように、

多くの組合員が避難所生活を余儀なくされる等の被害を受けた。このため、

令和６年には、輪島市朝市組合の総会は一度も開催できない状態が続いてお

り、また、理事会が開かれたとの通知等も一般組合員にはなされていない。

　輪島市朝市組合は、年度初めの総会において、前年度の予算執行を報告し、

当該年度の予算の承認を受けることとなっている。したがって、令和６年度

については、予算が成立する余地がないため、本申立ては、組合としての意

思決定とはまったく関係ないものであることが予想され、果たして、このよ

うな申立てが法的に認められるのか、裁判所の判断がまたれるところである。

　また、組合そのものの問題とは別に、代表組合長と表示されている冨水長

毅は、別訴において、令和３年度の総会の第３号議案の決議において、冨水

長毅を含む当該年度の理事全員の新任承認が保留され、その後、適法手続き

による新任理事の承認が行われていないことに関し、理事の承認には、総会

の決議は必要ではなく、当該議案は、議案ではなく、報告事項であったとの

主張を行った。

　これに対して、中間判決では、裁判所が報告事項であったとの冨水長毅の

主張を認めたが、その後、理事会において、同議案が議決事項として協議さ

れていたとの内部資料が発見され、冨水長毅の主張が事実に反していたこと

が明らかになった。

　同議案が報告事項ではなく、決

議事項であったとすれば、そこでなされた、新理事の承認保留は適法に成立

しており、その後、一切これを治癒する手続きがとられていないことから、



論　　説

110 金沢法学67巻２号（2025）

現在まで、輪島市朝市には適法に選出された理事ならびに組合長は存在して

いなかったことになる。なお、輪島市朝市組合の定款では、総会の開催に、

理事会の議決が必要と定められているため5、令和３年の総会以降、定款の定

めに従った適法な総会招集は不可能な状態が続いていたことが明らかであ

り、したがって、現在、輪島市朝市組合には理事会が存在しないことになる。

　このような状態で、代表組合長を名乗る者が存在していることは、これら

過去の手続きと定款との関係でどのように説明できるのであろうか。この点

についても、裁判所の判断がまたれるところである。

2）不正競争行為該当性の問題

　不正競争防止法２条１項１号は、「他人の商品等表示（人の業務に係る氏

名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表

示するものをいう。以下同じ。）として需要者の間に広く認識されているも

のと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用し

た商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、輸出し、

輸入し、もしくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混

同を生じさせる行為」を不正競争行為と定める。また、同２号は、「自己の

商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用

し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは

引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提

供する行為」を不正競争行為であるとする。このように、１号よりも２号の

ほうが表示及びその帰属先の認知度が高くなければならない。

　認知度が２号に比較して低くとも成立する不正競争防止法２条１項１号に

該当するためには、①当該表示が特定の「他人」に帰属していること、②そ

の「他人の商品等表示」として「需要者の間に広く認識されている」こと、

5　 定款第28条２項　通常総会は毎事業年度終了後３月以内に、臨時総会は必要があると
きは何時でも、理事会の議決を経て、組合長が招集する。
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③その「他人の商品等表示」が示す「他人の商品又は営業と混同を生じさせ

る行為」があることが必要である。

　この点、「輪島朝市」という名称が輪島市朝市組合という任意団体に帰属

しているか、という点について考察すれば、令和６年１月１日の能登半島

地震の後、マスコミが、上記に紹介した、本町通りを「輪島朝市」と表示し

ていたところにも明らかなように、一般的に「輪島朝市」というのは、輪島

で朝市を行っている場所を指し示す場合にも使用されており、需要者から見

て、特定の団体が行っている営業を示すようには認識されていない。

　また、輪島朝市に出店している者らは、独立採算で商品の販売を行ってお

り、組合が販売に関わっているという実態はなく、組合が行ってきたのは、

本町通りにおける出店場所の管理等に限られており、「輪島朝市」という名

称管理を行おうとした形跡はほぼない。

　本来、「輪島朝市」という地名と普通名称からなる名称を商品等表示とし

て保護するためには、地域団体商標として特定の地域にいる関係者が出願資

格を有する団体を形成して出願ならびに登録をしなければならない。輪島市

朝市組合は、任意団体であり、そもそもそのような資格がなく、現在、組合

長を名乗っている冨水長毅は、組合理事会から、地域団体商標設立のための

法人設立の提案があった際、これに反対した者である。

　なお、輪島市朝市組合に地域団体商標の出願資格がなく、このため、組合

長と称する冨水長毅が同出願を輪島商工会議所に依頼した経緯については、

すでに紹介した6。また、その後、地域団体商標として出願されたものが、通

常の商標としての出願に変更されたことについても紹介した7。

6　 大友信秀「地域団体商標が暴いた輪島朝市の闇（1）－輪島で今何が起こっているの
か？（1）－」金沢法学64巻2号55-74頁。なお、輪島商工会議所の出願代理人は、原田貴史、
和田吉民、鬼澤正徳各弁理士。
7　 大友信秀「地域団体商標が暴いた輪島朝市の闇（2）－輪島で今何が起こっているの
か？（1）－」金沢法学65巻2号19-23頁。なお、地域団体商標から通常の商標に出願が変更
されたことについて、輪島市朝市組合組合員への公式の報告ないし連絡はまったくない。
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　このように、組合長と称する冨水長毅は、その外形的行動を観察すれば、

「輪島朝市」という名称の保護を地域に根差したものとして、少なくとも輪

島市朝市組合ないしその組合員を中心に主体的に管理しようとする意思があ

るようには見えない。

（2）矛盾する「輪島朝市」という名称使用に関する債権者代表と称する者

の行動

①「輪島朝市を応援する会」

　輪島市朝市組合の公式ホームページなるもの8には、義援金の送付先とし

て、「輪島朝市を応援する会」の銀行口座が表示されている。被災当初は、

本件申立債権者代理人である弁護士の個人口座が表示されていた。事務所が

被災しても、銀行口座は利用可能なはずであり、わざわざ組合名義ではない

口座に振り込みを行わせることの目的も不明であるが、そのために、別団体

を立ち上げ、同団体が輪島市朝市組合の公式ホームページであたかも一体で

あるかのように表示されていることについては、本件債権者の主張の矛盾点

であると見るのが自然であろう。

②本件申立債権者代理人による「輪島朝市」を含む商標出願

　「輪島朝市」を含む商標出願については、すでに紹介したように、非営利

活動法人輪島朝市による地域団体商標の出願、輪島市商工会議所による通常

の商標の出願がある。

　令和６年の能登半島地震後、これらに加え、２件の出願が、本件申立代理

人の一人である柴田未来弁護士によってなされた。一つは、「がんばろう！

輪島朝市。」という商標9であり、募金等を指定役務とする36類を指定するも

8　 https://asaichi.info/
9　 商願2024-5194（令和６年１月22日出願。出願代理人：宮田誠心、宮田正道）。
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のである。もう一つは、「輪島朝市Z」という商標10であり、主として人又は

組織が提供するサービスを指定役務とする35類を指定している。

　輪島市朝市組合の組合員を含む特定非営利組合輪島朝市には、名称使用差

し止めを申立てながら、他方、組合員ではない債権者代理人が「輪島朝市」

を独占することができる商標を出願中であることは、まったく放置している

ということも、本申立ての債権者の行為としては矛盾しており、何を目的に

申立てをしているのかその意図を申立て内容の通りに受け止めることを困難

にしている。

（未完）

10　商願2024-22308（令和６年３月５日出願。出願代理人：宮田誠心、宮田正道）。


